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○議事日程 

 日程第 １ 会議録署名議員の指名 

       （諸般の報告） 

 日程第 ２ 議案第８８号 平成３０年度美幌町一般会計補正予算（第６号）について 

 日程第 ３ 議案第８９号 平成３０年度美幌町介護保険特別会計補正予算（第１号）に

ついて 

 日程第 ４ 議案第９０号 平成３０年度美幌町病院事業会計補正予算（第２号）につい 

              て                                  

 日程第 ５ 認定第 １号 平成２９年度美幌町一般会計歳入歳出決算認定について 

 日程第 ６ 認定第 ２号 平成２９年度美幌町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定

について 

 日程第 ７ 認定第 ３号 平成２９年度美幌町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認

定について 

 日程第 ８ 認定第 ４号 平成２９年度美幌町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

 日程第 ９ 認定第 ５号 平成２９年度美幌町公共下水道特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

 日程第１０ 認定第 ６号 平成２９年度美幌町個別排水処理特別会計歳入歳出決算認定

について 

 日程第１１ 認定第 ７号 平成２９年度美幌町水道事業会計決算認定について 

 日程第１２ 認定第 ８号 平成２９年度美幌町病院事業会計決算認定について 

 日程第１３ 意見書案第７号 林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求

める意見書について 

 日程第１４ 報告第１２号 健全化判断比率について 

 日程第１５ 報告第１３号 資金不足比率について 

 日程第１６ 報告第１４号 放棄した債権の報告について 

 日程第１７ 報告第１５号 平成２９年度教育委員会の主な事務の管理及び執行状況の点

検・評価の報告について 

 日程第１８ 報告第１６号 例月出納検査報告について（５月～７月分） 

 日程第１９ 議員の派遣について 

 日程第２０ 閉会中の継続調査について 
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午前１０時００分 開議   

 

◎開議宣告 

○議長（大原 昇君） おはようございま

す。 

ただいまの出席議員は１３名でありま

す。定足数に達しておりますので、これか

ら平成３０年第７回美幌町議会定例会第３

日目の会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（大原 昇君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２５条

の規定により、８番岡本美代子さん、９番

坂田美栄子さんを指名します。 

――――――――――――――――――― 

◎諸般の報告 

○議長（大原 昇君） 諸般の報告を行い

ます。 

諸般の報告については、事務局長から報

告させます。 

○事務局長（藤原豪二君） 諸般の報告を

申し上げます。 

本日の会議につきましては、お手元に配

付しております議事日程のとおりでありま

す。朗読については省略させていただきま

す。 

次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明員につきましては、第

１日目と同様でありますので御了承願いま

す。 

なお、戸澤議員親族葬儀のため欠席の旨

届け出がありました。 

以上で、諸般の報告を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 議案第８８号 

○議長（大原 昇君） 日程第２ 議案第

８８号平成３０年度美幌町一般会計補正予

算（第６号）についてを議題とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 議案２３ペー

ジになります。 

議案第８８号平成３０年度美幌町一般会

計補正予算（第６号）について御説明を申

し上げます。 

平成３０年度美幌町の一般会計補正予算

（第６号）は、次に定めるところによる。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ５,２５４万９,０００円を追加

し、歳入歳出それぞれ１１０億８,８４８万

６,０００円とするものでございます。 

第２項につきましては、事項別明細書に

て御説明を申し上げます。 

債務負担行為の補正。 

第２条、債務負担行為の追加は、第２表

債務負担行為補正により御説明を申し上げ

ます。 

地方債の補正。 

第３条、地方債の変更は、第３表、地方

債補正により御説明を申し上げます。 

２６ページをお開きいただきたいと思い

ます。 

第２表、債務負担行為の補正でございま

す。 

会計年度任用職員制度導入支援業務委託

料、期間が平成３０年度から平成３１年

度、限度額につきましては５４万円でござ

います。 

この補正につきましては、地方公務員法

及び地方自治法の一部改正によりまして、

平成３２年４月より会計年度任用職員制度

が導入されることとなりまして、本町にお

いては、対象となります臨時職員、嘱託職

員で約２５０名、特別職、非常勤職員約６

００名がいることから、この法の改正の趣

旨に沿った運用や、制度設計を図るため、

任用上の課題整理、服務規律の整備を図る

ための現状整理、あるいは、条例等への影

響の内容精査、そして、改正案の作成など
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について本年度から２カ年の委託をするも

のでございます。 

総額で２１６万円を予定しており、平成

３１年度分の５４万円について、債務負担

の設定を行うものでございます。 

次に、２７ページ、第３表、地方債の補

正でございます。 

農業生産基盤整備事業、２,１３０万円か

ら２,２３０万円の１００万円の増につきま

しては、道営土地改良事業を実施されてお

ります４地区において、事業変更が生じた

ことによります１００万円の増でございま

す。 

次に、歳出について御説明を申し上げま

すので、３６ページ、３７ページをお開き

いただきたいと思います。 

２款総務費、１目一般管理費の人事管理

事務費、会計年度任用職員制度導入支援業

務委託料１６２万円の増につきましては、

先ほど、第２表債務負担行為補正で御説明

を申し上げました委託業務に係ります平成

３０年度支払い予定額についての補正を行

うものでございます。 

その下、５目企画費の政策推進事業費、

委員報酬６７万２,０００円の増につきまし

ては、第６期美幌町総合計画の基本計画の

中期計画となります平成３１年度から平成

３４年度までの４カ年の計画を策定するた

めの総合計画審議会委員１５名、８回分に

ついての補正でございます。 

次に、６目辺地対策費の、修繕料５０万

円の増でございますけれども、当初、５０

万円の修繕を見込んでおりましたが、多目

的バス、混乗スクールバス日並線で修繕が

必要となる箇所が発生したため、５０万円

の追加補正を行うものでございます。 

次に、９目財政調整等基金費、積立金４

万２,０００円の増につきましては、７月３

０日にアルバトロス代表中振恵梨様より、

飲食店街の除雪道路整備に役立ててほしい

との御寄附があったものを、財政調整基金

に積み立てを図るものでございます。 

なお、今補正に係ります各種基金の年度

末予定残高を参考資料の１５ページに添付

しておりますので、御参照いただきたいと

思います。 

次に、３款民生費、３目の高齢者福祉

費、高齢者福祉推進事業費８７万１,０００

円の増につきましては、職員が１１月より

産休に入ることから、代替としての臨時職

員雇用に係る経費について補正をお願いを

するものでございます。 

次に、３９ページでございます。 

５目の障害福祉費、償還金利子及び割引

料１,０１８万５,０００円の増につきまし

ては、平成２９年度の負担金、補助金確定

に伴います返還金でございます。 

その下の児童福祉事業費の２４１万７,０

００円の増につきましても、同じく平成２

９年度負担金額確定に伴います返還金でご

ざいます。 

次に、４款衛生費、１目の保健衛生総務

費、乳幼児等医療費助成事業、手数料２３

万１,０００円の増でございますけれども、

これは、北海道医療給付事業が本年８月以

降の診療分からレセプト請求へ変更される

ことに伴い、本町で実施をしております子

ども医療費、ひとり親家庭等医療費、重度

心身障害者医療費について、道内全ての医

療機関で美幌町の受給者証が使用可能とな

りますが、子ども医療費については、新た

に国保連合会及び支払基金への審査費用が

必要となることから、補正を行おうとする

ものでございます。 

その下、償還金利子及び割引料、２２万

２,０００円の増につきましては、同じく平

成２９年度医療費等の国庫負担金の額の確

定に伴います返還金でございます。 

次に、花樹育苗センター管理運営業務委

託料、３１万５,０００円の増につきまして

は、１１月以降の業務単価見直しによりま

す増額の補正でございます。 

次に、６款農林水産業費、畜産振興施設

等整備事業、償還金利子及び割引料２２０
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万１,０００円の増でございますが、これに

つきましては、平成２８年度繰越事業であ

ります畜産クラスター事業に係る事業精算

による道への返還金でございます。 

６目農地費の負担金５４９万円の増につ

きましては、各地区の事業内容変更に伴い

ます増減でございます。 

次に、４１ページをお願いいたします。 

団体営土地改良事業費、記念碑撤去委託

料５４万円につきましては、柏ヶ丘公園の

職業訓練校南側に建立されております上美

幌土功組合、組合長は当時の町長でござい

ますけれども、この組合の構成記念碑が老

朽化により倒壊のおそれがあることから、

撤去するための委託料でございます。 

その下、負担金のオホーツク東部広域農

業水利管理協議会負担金、８４５万４,００

０円につきましては、古梅ダムの地震観測

装置及び電磁流量計修繕に係ります美幌町

負担分３９％として、７８９万６,０００

円、また、本郷排水機場、空気圧縮機修繕

にかかります美幌町負担分４２％して、５

５万８,０００円でございます。 

次に、林業推進事業費、積立金、２０３

万２,０００円につきましては、森林整備協

定に基づき、８月１日に株式会社宮田建設

様より５万２,０００円、８月３１日に石上

車両株式会社様より１９８万円の御寄附が

あったものを未来への森づくり基金へ積み

立てを図るものでございます。 

次に、民有林振興対策事業費の記念碑撤

去委託料３１万４,０００円は、民有林人工

造林１万ヘクタール達成記念碑が、先の上

美幌土功組合記念碑と同じく、職業訓練校

南側に建立されておりますが、老朽化によ

り危険な状態であるため、撤去するための

委託料でございます。 

次に、７款商工費、３目の観光費でござ

います。 

交流促進センター維持管理委託料、１４

９万９,０００円につきましては、その下、

工事請負費で計上しております源泉改修工

事に際し、工期を１１月の１８日間で予

定、休館による工事施工となることから、

メンテナンス期間４日間を除く休業日数、

１４日間を見込んでの休業補償に係る補正

でございます。 

その下の工事請負費、８８５万６,０００

円は、峠の湯びほろの源泉温度が低下して

おり、調査の結果、第１内装管と第２内装

管の接続部からの漏水であることが判明

し、再設置による修繕を図るための工事請

負費でございます。 

その下、広域事務組合負担金、５０７万

６,０００円でございますけども、７月２０

日に開催されました北海道消防ポンプ車操

法訓練大会において優勝を果たし、１０月

１９日に富山県で開催の全国大会に参加す

るための経費として、６５５万３,０００

円、また、ポンプ車修繕に係ります経費１

０５万９,０００円、及び、消防庁舎建設に

かかる経費３０３万２,０００円の計１,０

６４万４,０００円のうち充当されます前年

度繰越金５５６万８,０００円を差し引いた

５０７万６,０００円について負担を行うも

のでございます。 

次に、４３ページになります。 

１０款教育費の２目教育振興費、小学校

教材整備事業費、機械器具２５万５,０００

円につきましては、美幌小学校の難聴児童

への授業支援を図るため、補聴援助システ

ムの機器の購入を図ろうとするものでござ

います。 

その下、博物館運営事業費、修繕料８２

万１,０００円につきましては、博物館ロビ

ーの天窓付近に設置しております自動火災

報知装置が、誤作動を起こしているので更

新を図ろうとするものでございます。 

次に、歳入について御説明を申し上げま

すので、３２ページ、３３ページをお願い

したいと思います。 

１２款の分担金及び負担金につきまして

は、道営土地改良事業の各地区事業内容変

更に伴う負担金の増でございます。 
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道支出金の古梅地区基幹水利施設管理事

業補助金、１９４万５,０００円の減につき

ましては、事業費の一部を防災減災事業へ

振りかえたことによります減でございま

す。 

それから１番下の、農業水路等長寿命

化・防災減災事業補助金４９１万２,０００

円は、古梅ダムの機器修繕に係る補助金で

ございます。 

次に、１６款の利子及び配当金、女満別

空港ビル出資配当金６０万円につきまして

は、本町が出資をしております４００株に

対します１株当たり１,５００円の配当金で

ございます。 

寄附金につきましては、歳出のほうで御

説明をさせていただきましたので、次に、

３５ページをお願いいたします。 

基金繰入金、財政調整基金繰入金の増で

８２万８,０００円の増につきましては、今

補正の財源を財政調整基金に求めるもので

ございます。 

その下の公共施設整備基金繰入金の増、

８８０万円につきましては、峠の湯源泉工

事に係ります繰り入れを行うものでござい

ます。 

１９款繰越金、前年度繰越金２,０８０万

円の増につきましては、これも今補正の財

源を前年度繰越金に求めようとするもので

ございます。 

２０款諸収入のうちの雑入でございま

す。１番上の畜産・酪農収益力強化整備等

特別対策事業補助金返還金、２２０万１,０

００円につきましては、畜産クラスター事

業に係ります美幌町畜産クラスター協議会

からの返還金でございます。 

それから、下四つにつきましては、平成

２９年度負担金額の確定に伴います追加交

付金でございます。 

２１款町債につきましては、第３表の地

方債の補正で説明をさせていただいたとお

りでございます。 

以上、御説明申し上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

４番上杉晃央さん。 

○４番（上杉晃央君） まず、４１ページ

の観光施設維持管理事業費増の中の工事請

負費でございますけども、説明では、内装

管の再設置ということで、素人でよくわか

らないのですが、現在ある、いわゆる揚湯

管の径がどれくらいで、多分、その中に入

れていくのだと思うのですけれども、何ミ

リメートルぐらいか、それによって管の口

径が細くなると思うのですけれども、今回

の工事によって、湯温がどの程度調査によ

って回復されて、何度ぐらいまで持ち直し

ていくのか、その辺の状況を、まず１点御

質問したいと思います。 

それから次に、消防費のポンプ車全国大

会に行くということですが、この費用の中

で、消防団員はもちろんそうですが、随行

して応援に出かける幹部職員、あるいは、

町長は管理者ですけれども、どなたが随行

されるのか、その辺の状況をお知らせいた

だきたいと思います。 

次に、４３ページの小学校費の難聴の補

助システムの導入ということですが、美小

というふうにお聞きしたのですけど、この

システムは、美小以外の学校にも既に整備

されているシステムではないかと思います

が、各学校での整備状況についてわかれば

お知らせください。 

以上です。 

○議長（大原 昇君） 観光主幹。 

○観光主幹（那須清二君） ただいまの峠

の湯の源泉の改修工事の関係でございます

けれども、現在３６度３分程度まで湯温が

下がっているということで、今回の漏水の

原因が平成２５年当時の状況と同じ箇所か

らの漏水であるということがわかっており

ます。 

それで、前回、工事をやったわけです

が、そのときには４５度程度まで湯温が回
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復しておりますので、今回の工事によって

もその程度まで回復はするのではないかと

いうふうに考えております。 

また、管の太さなのですが、正確な太さ

について、今持ち合わせておりませんの

で、太さについては後ほどということでよ

ろしいでしょうか。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） ４５度まで回復す

るということになるとかなり改善が見込ま

れることで、よろしいことだと思うのです

が、この調査をしたのは、たしか道の研究

所のほうの調査か何かに基づいて指導を受

けて、そこの結論としては、当時の４５度

ぐらいまでの回復は、今回見込まれるとい

う見解で町のほうに伝えられているという

ことでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（矢萩 浩君） 議員おっしゃ

るとおり、調査をしたのは民間の団体でご

ざいますが、道総研と緊密な連携をとりな

がら行って、４５度程度まで回復するとい

うのも同様に道総研の見解でありますの

で、よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） 事務連絡室長。 

○事務連絡室長（中村敏文君） １０月１

９日に開催される全国大会への出場選手で

ございますが、職員といたしましては、署

長と訓練指導担当職員６名の７名でござい

ます。 

また、消防団につきましては、消防団

長、訓練統括責任者の副団長、出場選手の

６名、プラス全国大会に参加する団員の合

計１６名ということになっております。 

以上であります。 

○議長（大原 昇君） 教育部長。 

○教育部長（田村圭一君） 補聴援助シス

テム導入の状況でございますが、このシス

テムにつきましては、児童の状況に応じて

導入をしているところでございまして、現

在、東陽小学校で１名、平成２６年度に導

入をしておりまして、今回、美小でまた１

名導入をするということでございます。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

２番大江道男さん。 

○２番（大江道男君） ４１ページの交流

促進センターの源泉改修工事によりまし

て、４５度程度まで回復したいということ

ですが、水量との関係もあるのかもしれま

せんが、現在、加温をしているというこの

加温の必要性ということはどうなるのでし

ょうか。 

○議長（大原 昇君） 観光主幹。 

○観光主幹（那須清二君） 今現在、加温

しているわけですが、４５度程度に回復し

たとしても、ある程度の加温は必要という

ことになりますが、温度が低くなったこと

によって、その重油の量とかが今かなりふ

えておりますので、その辺はかなり圧縮さ

れる形になるかと考えております。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

５番稲垣淳一さん。 

○５番（稲垣淳一君） ３７ページになり

ます。 

生活バス路線等維持事業費の増、５０万

円でありますが、これらのバスの使用年数

とか、距離というのはどのぐらいあるので

しょうか。 

それと、例えば、バスは乗用車から見る

と修理費はかかると思うのですが、５０万

円の修理でどれぐらい持つと言いますか、

その辺をわかる範囲で教えていただければ

と思います。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 今回、先ほど

御説明をさせていただきました、修繕が必

要となったバスにつきましては、まず、１

台が多目的バスでございます。 

これは、平成２年１１月に購入したもの

でございますけれども、これが予定をして
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いたトランクリッドといいますか、トラン

ク、ものを入れるところの修繕が必要だと

いうことで、この修繕のものが出てくると

いうことです。 

それから、もう１台につきましては、混

乗スクールバスの日並線、これが平成１３

年８月に購入をしたバスでございますけれ

ども、それぞれ、混乗スクールバスにつき

ましては、１番新しいもので報徳線を走っ

ております平成２８年３月車と、もう１台

の豊岡線が平成４年ということで、この報

徳線を除けば混乗スクールバス、それから

多目的バスも、相当年数がたってきている

ということで、走っている最中で修繕箇所

が必要となるというところがここ数年出て

きているというところで、今回も５０万円

の中に幾らか今後予定をされております修

繕費も含んでおりますけれども、走行具合

によってはこれで間に合うかどうかもわか

らない状況でございますけれども、いずれ

にしても、走行をやめるというわけにはい

かないので、修繕が必要な場合について

は、随時修繕をかけていくという形で考え

ております。 

なお、それぞれの走行距離につきまして

は、担当主幹のほうから御説明をさせてい

ただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） まちづくり主幹。 

○まちづくり主幹（田中三智雄君） それ

ぞれのバスの走行距離でありますけれど

も、まず、日並線につきましては、走行距

離が平成３０年３月現在でありますけれど

も、３５万４,５０５キロメートルとなって

おります。 

多目的バスにつきましては、こちらも平

成３０年３月現在になりますけれども、走

行距離が３９万１,９４６キロメートルとい

うことになっております。 

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。 

○５番（稲垣淳一君） 距離でいけば、バ

スなので４０万キロメートル弱というの

は、そうびっくりする距離ではないのかと

思いますが、年数がたつと、やはり、乗り

心地を求めるものかどうか私もよくわかり

ませんけれども、まず、安全に乗っている

人を送り届けるということを考えると、今

後の入れかえ時期についてはどのようなお

考えなのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 当然、バスも

相当年数が経過してきておりますので、い

ずれ入れかえは必要だというふうに考えて

ございます。 

ただ、現在それぞれのバスにおいて、何

年度に入れかえをするということは予定を

しておりませんけれども、いずれにして

も、バスについては結構多額の費用を要す

るということもございまして、それぞれの

バスの大きさ、入れかえに当たってはバス

の大きさ等も含めて検討をしなければいけ

ないというふうには考えてございます。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

１１番橋本博之さん。 

○１１番（橋本博之君） ４１ページ、１

番上、団体営土地改良事業の増ということ

で、記念碑撤去委託料ということと、もう

一つ、真ん中、民有林振興対策事業費の

増、記念碑撤去委託料ということで、二つ

記念碑の撤去ということで上がっているわ

けなのですが、聞くところによりますと、

上美幌土功組合の記念碑ということなので

すが、建てたという意味は、当時の土功組

合の偉業というものを後世に残そうとす

る、そうした意味があって建てたのではな

いかと、そんなふうに思うわけなのです

が、今回、撤去しようと、これを移動する

と言うなら話はわかるのですけれど、撤去

しようとなるには、ある程度関係者の同意

だとか、そうしたものも必要ではなかった

かなとは思うのですが、その辺をわかる範

囲でお知らせしていただきたいなと、そん

なふうに思います。 
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○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（矢萩 浩君） ただいまの記

念碑の関係でございますが、議員おっしゃ

るように、この上美幌土功組合、こちらは

昭和２４年に解散した団体でございます。 

また、この関係でありますが、財産やそ

の他の権利を承継している団体、この可能

性のあります、網走川土地改良区、ＪＡび

ほろ等々に照会したところでありますが、

いずれも該当はないということでございま

した。 

ただ、一方では、危険という部分もござ

います。そういったことから、町も、今回

解体をさせていただくという判断をさせて

いただいたところであります。 

また、この記念碑ですが、議員おっしゃ

るように、記念碑を建てた意味等々ござい

ますので、こちらについては、美幌叢書に

おいて記念碑があったということは史実と

して掲載されているところであります。さ

らに、記録として保存する観点という意味

から、博物館の協力を得て、解体前に記念

碑の採寸並びに拓本、いわゆる魚でいう魚

拓、こういった形で残していくということ

で考えている状況であります。 

また、一方の民有林のこちらにつきまし

ては、町と森林組合とで建立いたしてお

り、森林組合の方からも解体についての同

意はいただいている状況であります。 

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） １１番橋本博之さ

ん。 

○１１番（橋本博之君） 随分あとのこと

まで、継承のことまで考えてやっていただ

いているのだなということで、本当に当時

の偉業を後世に伝えることが目的でつくっ

たものですから、何とかものがなくてもそ

うした形を、あったということをきちんと

後世につないでいくようなシステムといい

ますか、そうしたものが必要かと思ったも

のですから、質問させていただきました。 

現在、経済部でやっている方法で、私も

よかろうとそんなふうに思います。 

以上です。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

１０番吉住博幸さん。 

○１０番（吉住博幸君） ４１ページ、交

流促進センター源泉改修工事に関係して、

お知らせ願いたいのですが、お湯の温度が

上昇、この改修工事をすることによって上

がる。もちろん、先ほど聞いた議員もいま

すが、もともと加温してお湯の温度を確保

していた。そうなると、経営という意味

で、温度が上がるわけですから、加温の熱

量からいったら燃料費が、簡単に言えば、

かからなくなるのだろうと思うのです。 

そうなると、経営全体では、マイナス要

因よりはプラス方向にいくのだろうと思っ

ているところであります。 

そう考えた場合に、指定管理者の委託費

というのでしょうか。それに及ぼす今後の

影響ということで確認しておきたいのです

が、そういう趣旨でお答え願いたいと存じ

ます。 

○議長（大原 昇君） 観光主幹。 

○観光主幹（那須清二君） ただいまの指

定管理料との関係でございますが、当然、

燃料の負担分としての部分は、指定管理料

の積算に入っていると思いますが、その当

時のもととなった積算の部分から、現在重

油単価がかなり上昇しているという部分

で、そういった部分で今２０円ほど上がっ

ております。 

また、漏水していなかったときと、漏水

してからの燃料費の増嵩分といいますか、

単純比較しますと、現在、年間で３万リッ

トルほど重油を多く使っているような状況

でございますので、指定管理料の積算の部

分から、さらにその部分が燃料費の増嵩と

燃料費を多くたいた部分でかなり圧迫して

いるという部分も実際生じてきていますの

で、この工事をすることによって、その辺

が抑えられるというふうに考えておりま
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す。 

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。 

○１０番（吉住博幸君） 済みません、私

の聞き方が悪かったなと自分自身反省して

いるのですが、熱量から重油換算をある程

度できるかなというふうに思っているとこ

ろであります。 

そういう面で、もちろん、指定管理者、

それからあとの収益をもって経営なされる

ということの約束だと思っていますけれど

も、こういう改修工事を含めた後の指定管

理者委託料に影響を単純に及ぼすのか及ぼ

さないのか。 

もちろん今まで、まだ新しい指定管理者

になって半年ぐらいなものですが、そうい

う意味を込めて、再度お聞かせ願いたいな

と思っています。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（矢萩 浩君） まず、指定管

理料の関係でございますが、指定管理料は

年間１３００万円でございますが、こちら

１,３００万円掛ける４年間ということでご

ざいますが、その積み上げにつきまして

は、昨年の指定管理公募時点の燃料単価、

これに基づいて燃料分は計算しておりま

す。 

一方、先ほど観光主幹から御答弁申し上

げましたように、今現在の燃料単価が約２

０円増嵩している状況であります。 

したがいまして、その分について、指定

管理料の今後の分について、１,３００万円

は特段変わるものではないというふうに認

識しております。 

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。 

○１０番（吉住博幸君） 僕の聞き方が悪

かったかなと思うのですけど、経営という

ことを考えていった場合、４年間こういう

こと、改修工事を含めて変わりませんよと

いう答えとして、僕はそうすべきだという

のは、一定の利益も、今までの指定管理者

で経営された方々が幾度も変わってきたケ

ースを見ると、あえて言えば、利益という

のはほとんどなかったのだろうと思ってい

ますし、逆に、あそこに対して、指定管理

を受けた業者も、投資、設備に関して投資

をしたくても利益がないからできなかっ

た。 

それが逆に、お客さんをある意味では減

らしていったのかなという思いがあって、

変な言い方ですけど、私はこの４年間指定

管理者委託料は変えるべきではないという

ことを根底に思っているものだから、むし

ろ、こういう改修工事があった上で、燃料

費が細かい計算は別として、単純に言えば

温度が上がるのだから、かからなくなるの

だから、その利益を持って、あえていえ

ば、影響させないほうがいいねという思い

が、私が心配したものだから、むしろ影響

ないのでしょうねということを聞きたかっ

たのです。 

そこら辺の確認でもう１回。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（矢萩 浩君） 議員おっしゃ

るように、影響はないところでございま

す。 

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 経済部長。 

○経済部長（矢萩 浩君） 申しわけあり

ません。 

先ほどの上杉議員からの径の太さ、この

関係で答弁漏れございました。 

径の太さでございますが、１２５ミリメ

ートル、１００ミリメートル、６５ミリメ

ートルという状況であります。 

今回入れる径の太さは、３段階ございま

して、１番太いところからいきますと１２

５ミリメートル、そして１００ミリメート

ル、６５ミリメートルと３段階で細くなっ

ている状況です。 
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よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、議案第８８号平成３０年度美

幌町一般会計補正予算（第６号）について

を採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第３ 議案第８９号 

○議長（大原 昇君） 日程第３ 議案第

８９号平成３０年度美幌町介護保険特別会

計補正予算（第１号）についてを議題とし

ます。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

民生部長。 

○民生部長（高崎利明君） 議案の４５ペ

ージをお開き願います。 

議案第８９号平成３０年度美幌町介護保

険特別会計補正予算（第１号）について御

説明申し上げます。 

今回の補正につきましては、過年度国庫

負担金等の確定に伴う返還金等の補正でご

ざいます。 

平成３０年度美幌町の介護保険特別会計

補正予算（第１号）は、次に定めるところ

による。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ３,０８９万１,０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ１８億４,０３５万６,０００円とする。 

第２項につきましては、事項別明細書で

御説明いたします。 

歳出から御説明いたしますので、５４、

５５ページをお開き願います。 

３、歳出。 

２款保険給付費につきましては、財源調

整でございます。 

その下、３款地域支援事業費、１目介護

予防・生活支援サービス事業費の手数料７

万９,０００円の増につきましては、審査件

数の増加に伴う補正でございます。 

その下、５款諸支出金、２目償還金の償

還金利子及び割引料３,０８１万２,０００

円の増につきましては、平成２９年度介護

給付費負担金及び交付金等の確定に伴う返

還金でございます。 

次に、歳入につきまして御説明いたしま

すので、５２、５３ページをお開き願いま

す。 

２、歳入。 

４款支払基金交付金は、平成２９年度地

域支援事業交付金の確定による追加交付金

８６万１,０００円の増額であります。 

その下の７款繰入金につきましては、今

回の補正財源を介護保険基金に求めるもの

で、２,８４９万９,０００円を増額するも

のであります。 

なお、補正後の基金残高につきまして

は、参考資料１５ページに添付させていた

だいておりますが、１,３０９万７,０００

円となります。 

１番下の８款繰越金につきましては、前

年度繰越金１５３万１,０００円を増額する

ものであります。 

以上、御説明いたしました。 

御審議賜りますようよろしくお願いいた

します。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第８９号平成３０年度美

幌町介護保険特別会計補正予算（第１号）
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についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第４ 議案第９０号 

○議長（大原 昇君） 日程第４ 議案第

９０号平成３０年度美幌町病院事業会計補

正予算（第２号）についてを議題としま

す。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

病院事務長。 

○病院事務長（但馬憲司君） 議案の５７

ページをお開き願います。 

議案第９０号平成３０年度美幌町病院事

業会計補正予算（第２号）について御説明

を申し上げます。 

今回の補正につきましては、泌尿器科診

療の充実を図るため、体外衝撃波結石破砕

術による治療を開始することから、必要な

医療機器の借上料と実施に伴う入院収益の

補正を行おうとするものでございます。 

第１条、平成３０年度美幌町の病院事業

会計補正予算（第２号）は、次に定めると

ころによる。 

第２条、業務の予定量の補正につきまし

ては、今回の補正により、入院患者数の増

加を見込み、入院の年間患者数を３６人増

の２万９,４１７人に、入院の１日平均患者

数を１人増の８１人にするものでありま

す。 

第３条、収益的収入及び支出の補正につ

きましては、実施計画書及び説明書で御説

明申し上げます。 

５８、５９ページをお開き願います。 

収益的収入の補正であります。 

医業収益のうち入院収益の補正は、泌尿

器科診療の充実のため、本年１０月より腎

臓や尿管にできた結石に衝撃波を発生する

装置から体の外側より衝撃波を照射し、結

石を砂状にする体外衝撃波腎尿管結石破砕

術の治療を開始することに伴い、入院収益

として３４７万４,０００円の増額補正を行

うものであります。 

次に、６０、６１ページをお開き願いま

す。 

収益的支出の補正であります。 

経費のうち、賃借料３３７万円の増額補

正につきましては、入院収益の補正で説明

を申し上げましたとおり、体外衝撃波腎尿

管結石破砕術の実施に必要となります体外

式結石破砕装置のリース料として、本年１

０月から翌年３月までの６カ月分の計上を

行うものであります。 

以上、御説明申し上げましたので、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

８番岡本美代子さん。 

○８番（岡本美代子君） 余り詳しくはな

いのですけれど、６１ページの借上料で

す。 

体の外側からということで、今までは余

り聞いたことがないというふうに思ってい

るのです。そういう患者さんは、北見市に

みんないっていますので、これが美幌でで

きればすばらしいことだし、外側からとい

うことで、この辺をもう少し詳しく教えて

いただきたいのと、それと、こういうこと

を一期一会ですか、広報誌などを使って町

民に知らしめるような予定はありますか。 

○議長（大原 昇君） 病院事務長。 

○病院事務長（但馬憲司君） 今回の補正

によります体外衝撃波結石破砕術の特徴と

いうところでございますけれども、体に傷

をつけることなく結石を除去できるという

ことで、当然、メスを使ったものではな

く、体の外側から衝撃波を照射すること

で、安全に、体の負担が少ない治療法とい

うことになってございます。 
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当然、手術ではございませんので、麻酔

をせずに治療が可能であること、あと、１

回の治療はおおよそ１時間程度で終了でき

ること、１泊２日の入院で治療が可能だと

思われていること、退院後はすぐに日常生

活や職場に復帰することが可能になるこ

と、ほかの手術に比べますと、副作用や後

遺症がほとんどないことということで、比

較的小さな結石については、今回の破砕術

によって治療が可能になってくると思いま

す。 

あとは、こういった疾病に悩んでいらっ

しゃる患者さんについては、ぜひ、うちの

美幌国保病院において治療していただきた

いというふうに考えておりますので、当

然、広く皆さんに周知できるようなこと

を、今後もやっていきたいと思っておりま

すので、病院の広報ですとか、ホームペー

ジですとか、そういったものでＰＲをして

いきたいというふうに考えてございます。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

４番上杉晃央さん。 

○４番（上杉晃央君） 今のに関連してな

のですが、この機械を導入して、同じよう

な治療をしている町外の管内の医療機関が

どこなのかということと、あわせて美幌町

の国保病院が入れることによって、そうい

った部分、病病間の連携というのですか、

こういった機械が入って、美幌町でも対応

できるというような連携はどのようにとら

れてるのか御質問したいと思います。 

○議長（大原 昇君） 病院事務長。 

○病院事務長（但馬憲司君） 管内におけ

る、今回の破砕術の取り組みの状況でござ

いますけれども、以前は、網走市及び北見

市内におきまして、それぞれ一つの医療機

関において実施が可能となっておりました

けれども、現在は、診療体制の縮小ですと

か、常勤の医師が確保できないですとか、

そういった諸事情によりまして、現在は管

内においてこの施術をできる医療機関はな

いというふうに踏んでおります。 

今回、管内においてないということでご

ざいますので、当然、関係する泌尿器科を

持っている医療機関に対しましては、美幌

国保病院において施術が可能になるという

ことで、泌尿器科の医師の連携という部分

では、連携をとりながら御紹介をいただい

て治療してまいりたいというふうに考えて

ございます。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

１０番吉住博幸さん。 

○１０番（吉住博幸君） ５７ページの年

間患者数、入院として補正予定量のところ

で３６人と書かれています。 

そしてまた、５９ページを見せていただ

いたら、説明のところで１８名というふう

になっていますので、単純にぱっと見た時

に、１８が何で３６になるのかというこ

と、別な要因があるのか、それから、はた

また、予測として３６だという根拠がぱっ

と見たときにちょっと迷うところがありま

すので、いま一度御説明いただきたいとい

うことと、もう１点、説明のところで１８

名と書いてありますので、５９ページをも

とにして考えますと、１患者、この治療を

受けたい人の入院日数は、１患者当たり何

日か、僕は単純に１０日間なのかと読んで

みたりするものですから、そういう意味

で、いま１度、５９ページにおける年間患

者数の補正予定量と、１日平均患者数の１

名増になっていますので、そこら辺の説

明、いま一度お聞かせ願えないでしょう

か。 

○議長（大原 昇君） 病院事務長。 

○病院事務長（但馬憲司君） ただいまの

質問でございますけれども、基本的に今回

の破砕術によります入院日数は２日間と考

えて、１泊２日、もしくは、状態によって

はもう少しかかる患者さんもいらっしゃる

かと思いますけれども、基本的には２日の

入院というふうに考えております。 
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今回、３月までの６カ月間における入院

患者数を１８人というふうに計算しており

ますけれども、単純に１８名の方が２日間

入院するということで、累計値、実患者に

ついては、１８掛ける２日ということで３

６人ということで計算したものでございま

す。 

あと、それに伴いまして、１日当たりの

平均の患者数につきましても、総体の人数

から年間の日数で除したものということ

で、１名の増ということで考えたものでご

ざいます。 

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。 

○１０番（吉住博幸君） 累計で、日数掛

ける累計ということはよくわかりました。 

そこで、１日平均患者数、小数点を切り

上げるしかないという思いで１という数字

になったのかなと思っていますが、ただ、

この治療、今、説明受けてわかりました

が、あえて言えば、日帰りみたいな治療と

いうのは存在するのでしょうか。 

そこら辺、いま一度お聞かせ願いたいと

存じます。 

○議長（大原 昇君） 病院事務長。 

○病院事務長（但馬憲司君） 手術に要す

る日数は、先ほど御説明しましたとおり約

１時間ということでございますけれども、

手術の前準備、もしくは副作用のあるな

し、それを勘案して平均的には２日入院し

ていただくということでの考え方となって

おります。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、議案第９０号平成３０年度美

幌町病院事業会計補正予算（第２号）につ

いてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第 ５ 認定第１号から 

日程第１０ 認定第６号まで 

○議長（大原 昇君） 日程第５ 認定第

１号平成２９年度美幌町一般会計歳入歳出

決算認定について、日程第６ 認定第２号

平成２９年度美幌町国民健康保険特別会計

歳入歳出決算認定について、日程第７ 認

定第３号平成２９年度美幌町後期高齢者医

療特別会計歳入歳出決算認定について、日

程第８ 認定第４号平成２９年度美幌町介

護保険特別会計歳入歳出決算認定につい

て、日程第９ 認定第５号平成２９年度美

幌町公共下水道特別会計歳入歳出決算認定

について、日程第１０ 認定第６号平成２

９年度美幌町個別排水処理特別会計歳入歳

出決算認定について、以上６件を一括議題

といたします。 

お諮りします。 

本件については、６人の委員をもって構

成する一般会計等決算審査特別委員会を設

置して、地方自治法第９８条第１項の権限

を委任し、これに付託の上、閉会中の継続

審査とすることにいたしたいと思います

が、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、認定第１号平成２９年度美

幌町一般会計歳入歳出決算認定から認定第

６号平成２９年度美幌町個別排水処理特別

会計歳入歳出決算認定までについては、６

人の委員をもって構成する一般会計等決算

審査特別委員会を設置して、地方自治法第

９８条第１項の権限を委任し、これに付託

の上、閉会中の継続審査とすることに決定

しました。 
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お諮りします。 

ただいま設置されました一般会計等決算

審査特別委員会の委員については、美幌町

議会委員会条例第７条第２項の規定によ

り、１番髙橋秀明さん、２番大江道男さ

ん、６番戸澤義典さん、７番早瀨仁志さ

ん、８番岡本美代子さん、１１番橋本博之

さん、以上６人を指名したいと思います

が、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、ただいま指名しました６人

の方を一般会計等決算審査特別委員会委員

に選任することに決定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１１ 認定第７号から 

日程第１２ 認定第８号まで 

○議長（大原 昇君） 日程第１１ 認定

第７号平成２９年度美幌町水道事業会計決

算認定について、日程第１２ 認定第８号

平成２９年度美幌町病院事業会計決算認定

について、以上２件を一括議題といたしま

す。 

お諮りします。 

本件については、６人の委員をもって構

成する企業会計決算審査特別委員会を設置

して、地方自治法第９８条第１項の権限を

委任し、これに付託の上、閉会中の継続審

査とすることにいたしたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、認定第７号平成２９年度美

幌町水道事業会計決算認定及び認定第８号

平成２９年度美幌町病院事業会計決算認定

については、６人の委員をもって構成する

企業会計決算審査特別委員会を設置して、

地方自治法第９８条第１項の権限を委任

し、これに付託の上、閉会中の継続審査と

することに決定しました。 

お諮りします。 

ただいま設置されました企業会計決算審

査特別委員会の委員については、美幌町議

会委員会条例第７条第２項の規定により、

３番新鞍峯雄さん、４番上杉晃央さん、５

番稲垣純一さん、９番坂田美栄子さん、１

０番吉住博幸さん、１２番中嶋すみ江さ

ん、以上６人を指名したいと思いますが、

これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、ただいま指名しました６人

の方を企業会計決算審査特別委員会委員に

選任することに決定しました。 

暫時休憩します。 

再開は１１時３０分といたします。 

午前１１時０１分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午前１１時３０分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎諸般の報告 

○議長（大原 昇君） 諸般の報告をいた

します。 

休憩中に開催された両決算審査特別委員

会において、委員長及び副委員長の互選が

行われ、その結果報告が議長の手元にまい

りましたので報告します。 

一般会計等決算審査特別委員会の委員長

に岡本美代子さん、副委員長に戸澤義典さ

ん。 

企業会計決算審査特別委員会の委員長に

中嶋すみ江さん、副委員長に稲垣淳一さ

ん。 

以上のとおり、互選された旨の報告があ

りました。 

暫時休憩します。 

再開は１３時３０分といたします。 

午前１１時３２分 休憩 

――――――――――――――――――― 
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午後 １時３０分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１３ 意見書案第７号 

○議長（大原 昇君） 日程第１３ 意見

書案第７号林業・木材産業の成長産業化に

向けた施策の充実、強化を求める意見書に

ついてを議題とします。 

本案は、会議規則第３９条第２項の規定

によって、提案理由の説明を省略したいと

思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、提案理由の説明を省略する

ことに決定しました。 

これから質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、本意見書案についてを採決し

ます。 

お諮りします。 

本意見書案は、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、本意見書案は、原案のとお

り可決されました。 

ただいま可決されました意見書は、議長

において別紙記載の提出先に提出すること

といたします。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１４ 報告第１２号 

○議長（大原 昇君） 日程第１４ 報告

第１２号健全化判断比率について、お手元

に配付しているとおり、報告書の提出があ

りましたので、お聞きすることがあれば許

します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） ないようでありま

すので、報告第１２号健全化判断比率につ

いては、これで終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１５ 報告第１３号 

○議長（大原 昇君） 日程第１５ 報告

第１３号資金不足比率について、お手元に

配付しているとおり、報告書の提出があり

ましたので、お聞きすることがあれば許し

ます。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） ないようでありま

すので、報告第１３号資金不足比率につい

ては、これで終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１６ 報告第１４号 

○議長（大原 昇君） 日程第１６ 報告

第１４号放棄した債権の報告について、お

手元に配付しているとおり、報告書の提出

がありましたので、お聞きすることがあれ

ば許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） ないようでありま

すので、報告第１４号放棄した債権の報告

については、これで終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１７ 報告第１５号 

○議長（大原 昇君） 日程第１７ 報告

第１５号平成２９年度教育委員会の主な事

務の管理及び執行状況の点検・評価の報告

について、お手元に配付しているとおり、

報告書の提出がありましたので、お聞きす

ることがあれば許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） ないようでありま

すので、報告第１５号平成２９年度教育委

員会の主な事務の管理及び執行状況の点

検・評価の報告については、これで終わり

ます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１８ 報告第１６号 

○議長（大原 昇君） 日程第１８ 報告
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第１６号例月出納検査報告について（５月

～７月分）、お手元に配付しているとお

り、報告書の提出がありましたので、お聞

きすることがあれば許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） ないようでありま

すので、報告第１６号例月出納検査報告に

ついて（５月～７月分）は、これで終わり

ます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１９ 議員の派遣について 

○議長（大原 昇君） 日程第１９ 議員

の派遣についてを議題とします。 

お諮りします。 

議員の派遣については、お手元に配付し

た印刷物のとおり、派遣することに御異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、本件は、お手元に配付した

とおり派遣することに決定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２０ 閉会中の継続調査に 

ついて 

○議長（大原 昇君） 日程第２０ 閉会

中の継続調査についてを議題とします。 

各委員長から会議規則第７５条の規定に

よって、お手元に配付した印刷物のとおり

申し出があります。 

お諮りします。 

各委員長から申し出のとおり、閉会中の

継続調査とすることに御異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、各委員長から申し出のとお

り、閉会中の継続調査とすることに決定し

ました。 

──────────────────── 

◎閉会宣告 

○議長（大原 昇君） 以上で、本定例会

に付議されました案件は、全部終了しまし

た。 

会議を閉じます。 

これで、平成３０年第７回美幌町議会定

例会を閉会します。 

御苦労さまでした。 

 

 

午後 １時３５分 閉会   
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